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重 要 事 項 説 明 書 

 

「 指定通所介護 （神山町デイサービスセンター） 」 

「 指定介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス （同上） 」 

事業所は、介護保険の指定を受けています。 
（徳島県指定 第３６７１２００３５４号） 

 

   当事業所はご利用者に対して指定通所介護サービス［指定介護予防・日常生活支援総合 
事業通所型サービス］を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご
注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護 1～5」「要支援 
  1・2」｢事業対象者｣と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受け 
  ていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１.事業者 
（１）法人名   社会福祉法人 有誠福祉会 
（２）法人所在地 徳島県名西郡石井町石井字石井１９９４番地 
（３）電話番号  ０８８－６７５－３７３８ 
（４）代表者氏名 理事長  手 束 直 胤 
（５）設立年月日 昭和５４年６月１８日 

 
２.事業所の概要 
（１）事業所の種類   指定通所介護事業所 

指定介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業所 
             平 成 ２２年 ４月 １日 指定     

徳島県 第３６７１２００３５４号 
（２）事業所の目的   指定通所介護、指定介護予防・日常生活支援総合事業通所型 

サービスは、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が、その有す
る能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように
支援することを目的として、ご利用者に通所介護、介護予防・日常生
活支援総合事業通所型サービスを提供します。 

（３）事業所の名称   神山町デイサービスセンター 
（４）事業所の所在地  神山町神領字西上角１２７番地  
（５）電話番号      ０８８－６７６－１１８０ 
（６）事業所長（管理者）氏名  上 野 祐 子 

（７）当事業所の運営方針 
１．本事業所において提供する通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業通所型サー
ビスは、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったもの
とする。 

２．ご利用者の人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとと
もに、ご利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画・個別サー
ビス計画を作成することにより、ご利用者が必要とする適切なサービスを提供致します。 

３．ご利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説
明する。 

４．適切な介護技術をもってサービスを提供する。 
５．ご利用者に対し、身体拘束その他行動を制限する行為（ご利用者または第三者の生命
または身体を保護するため緊急やむお得ない場合を除く）は行いません。 

６．常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 
７．居宅サービス計画［介護予防サービス・支援計画］が作成されている場合は、当該計画
に沿った通所介護［介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス］を提供致しま
す。 

（８）開設年月日         平成２２年４月１日 
（９）通常の事業の実施地域  神山町及び隣接地域 
(１０) 営業日及び営業時間    営業日：月曜日～土曜日  

営業時間：午前８：３０～午後５：１５ 
サービス提供時間：午前９：３０～午後３：４５ 
定休日（期間）：日曜日、年末年始 

（１１） 利用定員       ２５名  
 
３.職員の配置状況 
    当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の 

職種の職員を配置しています。 
    ＜主な職員の配置状況＞  ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職      種 常勤換算 兼務職員 

１.事業所長（管理者） １名 １名 

２.生活相談員 １名以上 ２名 
３.介護職員 ３名以上 １名 

４.看護職員 １名以上 ３名 
５.機能訓練指導員 １名以上 ３名 
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       ※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における 
常勤職員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 

                   （例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合、常勤換算では１名 
                    （８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。 
 
      ＜主な職種の勤務体制＞ 

職   種 勤  務  体  制 
１．介護職員 勤務時間 ８：３０～１７：１５ 
２．看護職員 

（機能訓練指導員を兼ねる） 
勤務時間 ８：３０～１７：１５ 

 
 
４.当事業所が提供するサービスと利用料金 
    当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 
    当事業所が提供するサービスについて以下の場合があります。 
        ◎ 利用料金が介護保険から給付される場合 
        ◎ 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 
 
 （１）契約締結からサービス提供までの流れ 

１．ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サー 
ビス計画［介護予防サービス・支援計画］（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏ま
え、契約締結後に作成する「通所介護計画」［通所型サービス計画］に定めます。契約
締結からサービス提供までの流れは次の通りです。  （契約書第３条参照） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

② その担当者は通所介護計画［通所型サービス計画］の原案 
について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得 
た上で決定します。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

④ 通所介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書 
面を交付し、その内容を確認していただきます。 

 
 

① 当事業所の介護支援専門員（ケアマネージャー）に通所介護 
計画［通所型サービス計画］の原案作成やそのために必要 
な調査等の業務を担当していただきます。 

③ 通所介護計画［通所型サービス計画］は、居宅サービス計画 
［介護予防サービス・支援計画］（ケアプラン）が変更された場合、 
もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要が 
あるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及び 
その家族等と協議して、通所介護計画［通所型サービス計画］を変 
更いたします。 
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２．ご利用者に係る「居宅サービス計画［予防介護サービス・支援計画］(ケアプラン)」が作
成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。 

 
①要介護認定を受けている場合 

 

○居宅介護支援事業者［地域包括支援センター］の紹介等必要な支援を 
   行います。 
○通所介護計画［通所型サービス計画］を作成し、それに基づき、ご利用 

   者にサービスを提供します。 
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額 

   お支払いいただきます。（償還払い） 

 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

 

○作成去れた居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、 
   それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を 

   除いた料金（自己負担額）をお支払いいただきます。 
 

 

②要介護認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○介護認定の申請に必要な支援を行います。 
○通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者のサービスを 
提供します。 

  ○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん 
   全額お支払いいただきます。 

○契約は終了します 
○既に実施されたサービス
の利用料金は全額自己
負担となります。 

自立と認定された場合 
事業対象者、要支援、要介護と 
認定された場合 

○居宅サービス計画（ケアプラン）を作成 
していただきます。必要に応じて、居宅 
介護支援事業者の紹介等必要な支援 
を行います。 

 ○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基
づき、ご契約者にサービスを提供します。 

 ○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付額を除いた料金
（自己負担額）をお支払いいただきます。 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 
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 （２）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常９割)が介護保険から給付され 
ます。 

 
    ＜サービスの概要＞ 

① 日常生活上の世話 
       食事介助・排泄介助・移動介助・口腔ケア・送迎等 

② 入浴 
           寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

③ 個別機能訓練 
       機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて個別機能訓練計画

個別サービス計画を作成し、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはそ
の減退を防止するための訓練を実施します。  

 
 ＜サービス利用料金（１回あたり）＞(契約書第９条参照） 
    下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険    

給付費額を除いた金額（自己負担額１～３割）をお支払いください。 
 
  ◆ 要介護１～５の認定を受けた方（自己負担額１割の場合） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

５８４円／日 ６８９円／日 ７９６円／日 ９０１円／日 １００８円／日 

 
※ 「個別機能訓練加算Ⅰイ ５６円／日」  

    ※ 「入浴介助加算Ⅰ ４０円／日」 
         「入浴介助加算Ⅱ  ５５円／日」 

※ 「送迎を行わない場合 -４７円／片道」  
      「同一建物から送迎する場合 -９４円／日」 

※ 「サービス提供体制強化加算Ⅰ ２２円／日」 
※ 「処遇改善加算Ⅱ ×９.０％／月」 
※ 「食事料金 ６００円／日」は含まれておりません。 

       （尚、サービス利用料金はご契約者のご利用時間によっても異なります。    
上表は、ご利用時間が６時間以上７時間未満の場合です） 

 
  ◆ 要支援１・２、事業対象者の認定を受けた方（自己負担額１割の場合） 

要支援１、事業対象 要支援２、事業対象者 

４３６円／日（回数利用） 
１７９８円／月（月額利用） 

４４７円／日（回数利用） 
３６２１円／月（月額利用） 

 
※ 「運動器機能向上加算 ２２５円／月」 
※ 「同一建物から送迎する場合 要支援１ -３７６円／月、要支援２ -７５２円／月」 
※  「送迎を行わない場合 -４７円／片道」  

要支援１ 上限 -３７６円／月、要支援２ 上限 -７５２円／月 
※ 「サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援１ ８８円／月、要支援２ １７６円／月」 
※ 「処遇改善加算Ⅱ ×９.０％／月」 
※ 「食事料金 ６００円／日」は含まれておりません。 

 
  ◆ 通所型緩和サービス・半日を利用の方（自己負担額１割の場合） 

○要支援１・事業対象者：３０４円／日 
○要支援２・事業対象者：３１１円／日 
※ 「入浴加算：５０円／日」 
※「送迎加算:片道２０円／日、往復４０円／日」 

※ 「送迎を行わない場合 -３７円／片道」  
      「同一建物から送迎する場合 -７５円／日」 

※ 「食事代金実費：６００円／日」 
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☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ
たんお支払いいただきます。要介護又は要支援・事業対象者の認定を受けた後、自己
負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅 サービス
計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が
保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付
します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負
担額を変更します。 

 
 （３）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第９条参照） 
      以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 
 
   ＜サービスの概要と利用料金＞ 

①食事の提供 
・ご利用者に提供する食事の費用は材料費・光熱費・人件費などを含んでおります。 

     ●料金：１回あたり６００円 
・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況
および嗜好を考慮した食事を提供します。 

②レクリェーション、クラブ活動 
ご利用者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加していただくことできます。 

     ●利用料金：材料代等の実費をいただきます。 
③複写物の交付 
ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とす
る場合には実費をご負担いただきます。 

        ●１枚につき １０円 
④紙パンツ・尿パット 

    ●実費をいただきます。 
  

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること
があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前
までにご説明します。 

 
 （４）利用料金のお支払い方法（契約書第９条参照） 

前記（２）、（３）の料金・費用は、サービス利用の際に、１ヶ月払いでお支払い下さい。   

 
 （５）利用の中止、変更、追加（契約書第１０条参照） 

○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービス［指定介護予防・日常生
活支援総合事業通所型サービス］の利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利
用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申
し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希 
望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して
協議します。 

 
 （６）サービス提供記録の開示 

ご利用者にたいしてのサービス提供記録については、ご契約者の求めに応じ、即座     
に開示します。 

 ５．苦情の受付について 
    （１）当事業所における苦情の受付 
       当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口  担当者 上野 祐子 
               職 名 神山町デイサービスセンター管理者 

○受付時間    毎週月曜日～土曜日の営業日 
                        ８：３０～１７：１５ 

○電話番号    ０８８－６７６－１１８０ 
           
      また、苦情受付ボックスを神山町デイサービスセンター受付に設置しています。 
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  （２）行政機関その他苦情受付機関 
 所在地 神山町神領字本野間１００ 

神山町役場 電話番号 ０８８－６７６－１１１４ 
健康福祉課介護保険係 ＦＡＸ ０８８－６７６－１１００ 

 受付時間 ８：３０～１７：１５ 

国民健康保険団体連合会 

所在地 徳島市川内町平石若松７８－１ 
電話番号 ０８８－６６６－７２０５ 
ＦＡＸ ０８８－６６６－０２２８ 

受付時間 ９：００～１７：００ 
 所在地 徳島市中昭和町１－２ 
徳島県社会福祉協議会 電話番号 ０８８－６１１－９９８８ 
徳島県運営適正化委員会 ＦＡＸ ０８８－６１１－９９９５ 

 受付時間 ９：００～１７：００ 
 
６．緊急時における対応方法 

従業者は、通所介護［介護予防通所介護］を実施中に、ご利用者の病状に、急変、その他 
緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者・主治医・介護支援専門員・地域包括支援セン
ターなどに報告いたします。 

  
７．事故発生時の対応について 

ご利用者が安心して指定通所介護サービス［指定介護予防通所介護サービス］の提供を受
けられるよう、ご利用者に対する当施設でのサービスの提供により事故が発生した場合には、
速やかに市町村、当該ご利用者の家族等に対して、連絡を行う等の必要な措置を講じるもの
とします。 
ご利用者に対する指定通所サービス［指定介護予防通所介護サービス］の提供により 賠償
すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 
更に当施設では、事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じ
ます。 

  
８．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ
るとおり必要な措置を講じます。 
（1）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (管理者・上野祐子) 
（2）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者
に周知徹底を図っています。 

（3）虐待防止のための指針の整備をしています。 
（4）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 
（5）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居
人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村
に通報します。 

 
９．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれ
がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる
ときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の
範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等につい
ての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に
行います。 
（1）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
（2）非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及

ぶことを防止することができない場合に限ります。 
（3）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 
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１０．衛生管理等 
（1）指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛
生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（2）必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 
（3）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお
おむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底していま
す。 
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施
します。 
 

１１．非常災害対策 
・従業者は常に災害事故防止とご利用者の安全確保に努めます。 
・管理者は、防火管理者を選任します。 
・管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検します。 
・防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、センターはこの計画に基
づき、避難及び救出その他必要な訓練を行います。 

 
１２．業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的 
に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続
計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期に 
   実施します。 
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 
 
１３．秘密保持 
サービスを提供する上で知り得たご利用者（契約者）及びそのご家族に関する秘密を正当な
理由無く第三者に漏らしません。この秘密義務は契約終了後も同様です。 
ただし、介護保険事業によりご利用者の介護に関する事業間の調整のため開催されるサービ
ス担当者会議等において必要がある場合は、限定的な範囲でご利用者（契約者）及びそのご
家族の個人情報を提供する事がありますので、あらかじめ了承ください。尚、この場合も全て
の関係者に守秘義務がありますので、ご安心下さい。 

 
１４．個人情報の保持 

（１）事業者は、サービスを提供する上で知り得たご利用者（契約者）及びその家族に関する
秘密・個人情報についてはサービスの提供等業務遂行に必要な場合を除き、契約中及
び契約終了後も、第三者に漏らすことはありません。 

     ○前項の「サービス提供等業務施行に必要な場合」とは、次の通りです。 
①ご利用者のサービス計画を立案し、円滑にサービス提供を行うために開催する
サービス担当者会議における状況提供。 

②介護支援専門員等との連絡調整において必要となった場合。 
③サービス提供に関して主治医及び保険者の意見を求める必要のある場合。 

（２）前項以外に個人情報を用いる場合は別に同意書による同意を得た上で提供いたし   
ます。 

（３）情報提供に当たって、個人情報の提供は必要最低限とし、関係する者以外の者に漏れ
ることのないよう十分注意するとともに個人情報を使用した会議の内容や相手方などに
ついて記録します。 

（４）事業所は、従業員が退職後、在職中に知り得たご利用者（契約者）及びその家族の  
情報を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。 

（５）事業所は、ご利用者（契約者）の個人情報について事業所が定める個人情報保護方針
及び個人情報の利用目的に従い適切に扱われるよう必要な措置を講じます。 

（６）ご利用者（契約者）は、個人情報について、事業所が定める個人情報保護方針及び  
個人情報の利用目的をよく理解し個人情報の利用に同意します。 


